
 第９８号議案 

  学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１１月２６日 

                   品川区長  濱  野   健 

   学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 学校教育職員の給与に関する条例（平成２０年品川区条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

  第２７条第２項中「に支給する場合においては１００分の１１５、１２月

に支給する場合においては１００分の１２０」を「および１２月に支給する

場合においては１００分の１１５」に改め、同項ただし書中「に支給する場

合においては１００分の９５、１２月に支給する場合においては１００分の

１００」を「および１２月に支給する場合においては１００分の９５」に改

める。 

第２条 学校教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２７条第２項中「および１２月に支給する場合においては１００分の１

１５」を「に支給する場合においては１００分の１１２．５、１２月に支給

する場合においては１００分の１１７．５」に改め、同項ただし書中「およ

び１２月に支給する場合においては１００分の９５」を「に支給する場合に

おいては１００分の９２．５、１２月に支給する場合においては１００分の

９７．５」に改める。 

   付 則 



この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日

から施行する。 

 （説明）学校教育職員の期末手当に係る支給月数を改める必要がある。 


